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誓約書

　　申請者は、高松市起業家創出イベント応援補助金の交付申請に当たり、次の事項について誓約します。

記

内容を確認のうえ、□にチェックを記入。

□１　申請者は、高松市起業家創出イベント応援補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第２条に規定する起業家創出イベントを主催する法人です。
□２　補助金の交付を受けようとする起業家創出イベントは、要綱第４条に規定する補助対象事業の要件を満たすものです。
□３　申請者は、要綱第７条に規定する補助金の交付の申請の日（以下「交付申請日」という。）において、市税（市内に主たる事業所が無い場合は、本店所在地における市区町村税）のうち納期限の到来した税額を滞納している者ではありません。
□４　申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３　年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者ではありません。
□５　申請者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和　２３年法律第１２２号）第２条第５項に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業（店舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する「接客業務受託営業」を行う者ではありません。
□６　申請者は、政党その他の政治団体ではありません。
□７　申請者は、宗教上の組織又は団体ではありません。
□８　申請者は、法人格のない任意団体ではありません。
□９　申請者は、交付申請日において、高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高松市告示第４０３号）に基づく指名停止措置が講じられている者ではありません。
□10　補助金の交付を受けようとする起業家創出イベントの共催者がいる場合において、その共催者に、要綱第３条第２項第４号から第７号まで、第９号及び第１０号に掲げる者に該当する者は含まれません。
□11　申請者は、補助金の交付の申請をする事業について、本市、国、県その他各種団体等から別の補助金等を受けた、又は受ける予定の者ではありま　せん。
□12　申請者は、市長が、必要があると認め、当該職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業等の執行状況について実地検査をさせるときは、これを受けます。また、市監査委員から要求があるときはいつでも監査を受けます。
□13　申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。虚偽の記載や不正が　あった場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付を受けているときは、その全部又は一部を市の定めた期限までに返還します。
□14　交付決定を受けるまでの間に発生した災害等により生じた損失は申請者の負担に帰するものであることに同意します。
□15　交付決定を受けた金額が交付申請をした額に達しない場合において、その異議は申し立てないことに同意します。
